
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
条
例
（
議
員
発
議
）

〇
県
議
会
等
に
出
頭
し
た
関
係
人
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例 

一

〇
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

一

〇
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　

例 

二

〇
宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

三

 
条

例

　

県
議
会
等
に
出
頭
し
た
関
係
人
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
一
号

　
　
　

県
議
会
等
に
出
頭
し
た
関
係
人
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
議
会
等
に
出
頭
し
た
関
係
人
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
二
号
中
「
法
第
百
九
条
第
六
項
（
法
第
百
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
百
十
条
第
五
項
」
を
「
法
第
百
十
五

条
の
二
第
二
項
（
法
第
百
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、「
委
員
会
の
求
め
に
応
じ
て
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
法
第

百
九
条
第
五
項
（
法
第
百
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
百
十
条
第
五
項
」
を
「
法
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
（
法
第
百
九

条
第
五
項
」
に
改
め
、「
委
員
会
の
求
め
に
応
じ
て
」
を
削
る
。

　

第
二
条
中
「
車
賃
、
日
当
」
を
「
航
空
賃
、
車
賃
、
定
額
に
よ
る
旅
行
雑
費
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
号

　
　
　

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
六
条
第
三
項
第
三
号
中
「
日
当
」
を
「
定
額
に
よ
る
旅
行
雑
費
」
に
、「
移
転
料
、
支
度
料
」
を
「
定
額
に
よ
る

外
国
旅
行
雑
費
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
三
十
七
円
」
を
「
三
十
二
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一

万
四
千
九
百
円
」
を
「
一
万
三
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一　

内
国
旅
行
の
費
用
弁
償
（
第
六
条
関
係
）

　

備
考

　

自
家
用
自
動
車
等
を
利
用
し
て
旅
行
す
る
場
合
の
車
賃
の
額
は
、
車
賃
欄
の
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
三
十
二
円
と
す
る
。

　

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二　

外
国
旅
行
の
費
用
弁
償
（
第
六
条
関
係
）
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区　

分

車
賃

外
国
旅
行
雑
費
（
一
日
に
つ
き
）

宿
泊
料
（
一
夜
に
つ
き
）

食
卓
料

（
一
夜
に

死
亡
手
当

区　
　

分

議　

長

副
議
長
及
び

議
員

車　

賃

（
一
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
）

四
七
円

旅
行
雑
費

（
県
外
の
旅
行

一
日
に
つ
き
）

一
、
八
五
〇
円

一
、
六
五
〇
円

宿　

泊　

料

（
一
夜
に
つ
き
）

甲　

地　

方

一
六
、
五
〇
〇
円

一
四
、
八
〇
〇
円

乙　

地　

方

一
四
、
九
〇
〇
円

一
三
、
三
〇
〇
円

食　

卓　

料

（
一
夜
に
つ
き
）

三
、
三
〇
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。）
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施

行
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
施
行
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施

行
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
三
号

　
　
　

宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
の
見
出
し
を
「（
趣
旨
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
第
十
五
項
」
を
「
か
ら
第
十
六
項
ま
で
」
に
改
め
、「
調

査
研
究
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
活
動
」
を
、「
に
お
け
る
会
派
」
の
下
に
「（
以
下
「
会
派
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
政

務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
、「
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
議
会
審
議
の
充
実
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
福
祉
の
向

上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
「
定
め
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
を
削
る
。

　

第
九
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条

第
二
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
、「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
政
務
調
査
費
」

を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
六
条
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
会
派
が
」
を
「
議
員
が
会
派
を
結
成
し
、
会
派
が
」
に
、「
政
務
調
査
費
の
」
を
「
政
務
活
動

費
の
」
に
、「
政
務
調
査
費
経
理
責
任
者
」
を
「
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
政
務
調
査

費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）

第
二
条　

政
務
活
動
費
は
、
会
派
及
び
議
員
が
実
施
す
る
調
査
研
究
、
研
修
、
広
聴
広
報
、
要
請
陳
情
、
住
民
相
談
、

各
種
会
議
へ
の
参
加
等
県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意
思
を
把
握
し
、
県
政
に
反
映
さ
せ
る
活
動
そ
の
他
の
住
民
福
祉

の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動
（
以
下
「
政
務
活
動
」
と
い
う
。）
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
交
付
す
る
。

２　

政
務
活
動
費
は
、
別
表
に
定
め
る
政
務
活
動
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
経
理
責
任
者
等
」
を
「
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
経
理
責
任
者
」

を
「
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
」
に
、「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
条
各
号
」
を
「
別
表
」

に
、「
費
用
毎
」
を
「
経
費
ご
と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に

改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
政
務
調
査
の
」
を

「
政
務
活
動
の
」
に
、「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を

「
第
九
条
第
二
項
」
に
、「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政

務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
、「
第
十
条
の
使
途
基
準
」
を
「
第

二
条
に
規
定
す
る
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
政
務
調
査
費
」

を
「
政
務
活
動
費
」
に
、「
前
四
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」

に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
」
を
「
何
人
も
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

　

第
十
八
条
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。
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議　

長

副
議
長
及

び
議
員　

実
費

指
定
都
市

九
、
四
〇
〇

九
、
四
〇
〇
円

八
、
三
〇
〇

八
、
三
〇
〇
円

甲

地

方

 
七
、
九
〇
〇

七
、
九
〇
〇
円

七
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇
円

乙

地

方

 
六
、
三
〇
〇

六
、
三
〇
〇
円

五
、
六
〇
〇

五
、
六
〇
〇
円

丙

地

方

 
五
、
七
〇
〇

五
、
七
〇
〇
円

五
、
一
〇
〇

五
、
一
〇
〇
円

指
定
都
市

二
九
、
〇
〇
〇

二
九
、
〇
〇
〇
円

二
五
、
七
〇
〇

二
五
、
七
〇
〇
円

甲

地

方

 
二
四
、
二
〇
〇

二
四
、
二
〇
〇
円

二
一
、
五
〇
〇

二
一
、
五
〇
〇
円

乙

地

方

 
一
九
、
四
〇
〇

一
九
、
四
〇
〇
円

一
七
、
二
〇
〇

一
七
、
二
〇
〇
円

丙

地

方

 
一
七
、
四
〇
〇

一
七
、
四
〇
〇
円

一
五
、
五
〇
〇

一
五
、
五
〇
〇
円

つ
き
）　

八
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇
円

七
、
七
〇
〇

七
、
七
〇
〇
円

八
〇
〇
、
〇
〇
〇

八
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

六
四
〇
、
〇
〇
〇

六
四
〇
、
〇
〇
〇
円



　

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
透
明
性
の
確
保
）

第
十
八
条　

議
長
は
、
政
務
活
動
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
と
と
も
に
、
そ
の
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

　

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後

に
交
付
さ
れ
る
政
務
活
動
費
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
改
正
前
の
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関

す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
号

　
　
　

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
中
「
十
一
人
」
を
「
十
人
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

議
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
常
任
委
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

　

第
三
条
の
二
第
三
項
中
「
前
項
の
委
員
」
を
「
議
会
運
営
委
員
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
特
別
委
員
の
任
期
）

第
六
条
の
二　

特
別
委
員
は
、
委
員
会
に
付
議
さ
れ
た
事
件
が
議
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
て
い
る
間
在
任
す
る
。

　

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
聞
こ
う
と
す
る
」
を
「
聴
こ
う
と
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
聞
こ
う
と
す
る
」
を
「
聴
こ
う
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
か
た
よ
ら
な
い
」

を
「
偏
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
聞
こ
う
と
す
る
」
を
「
聴
こ
う
と
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（3）　 平成25年２月26日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第４号　　 

経　
　
　

費

調

査

研

究

費

研

修

費

広

聴

広

報

費

要
請
陳
情
等
活
動
費

会

議

費

資

料

作

成

費

資

料

購

入

費

事

務

所

費

事

務

費

人

件

費

内　
　
　
　
　
　
　
　

容

会
派
又
は
議
員
が
行
う
県
の
事
務
、
地
方
行
財
政
等
に
関
す
る
調
査
研
究
（
視
察
を
含

む
。）
及
び
調
査
委
託
に
要
す
る
経
費

１　

会
派
又
は
議
員
が
行
う
研
修
会
、
講
演
会
等
の
実
施
（
共
同
開
催
を
含
む
。）
に

要
す
る
経
費

２　

団
体
等
が
開
催
す
る
研
修
会
（
視
察
を
含
む
。）、
講
演
会
等
へ
の
議
員
及
び
会
派

又
は
議
員
の
雇
用
す
る
職
員
の
参
加
に
要
す
る
経
費

会
派
又
は
議
員
が
行
う
県
政
に
関
す
る
政
策
等
の
広
聴
広
報
活
動
に
要
す
る
経
費

会
派
又
は
議
員
が
行
う
要
請
陳
情
活
動
、
住
民
相
談
等
の
活
動
に
要
す
る
経
費

１　

会
派
又
は
議
員
が
行
う
各
種
会
議
、
住
民
相
談
会
等
に
要
す
る
経
費

２　

団
体
等
が
開
催
す
る
意
見
交
換
会
等
各
種
会
議
へ
の
会
派
又
は
議
員
と
し
て
の
参

加
に
要
す
る
経
費

会
派
又
は
議
員
が
行
う
活
動
に
必
要
な
資
料
を
作
成
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費

会
派
又
は
議
員
が
行
う
活
動
の
た
め
に
必
要
な
図
書
、
資
料
等
の
購
入
、
利
用
等
に
要

す
る
経
費

議
員
が
行
う
政
務
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
の
設
置
及
び
管
理
に
要
す
る
経
費

会
派
又
は
議
員
が
行
う
政
務
活
動
に
係
る
事
務
の
遂
行
に
要
す
る
経
費

会
派
又
は
議
員
が
行
う
政
務
活
動
を
補
助
す
る
職
員
を
雇
用
す
る
経
費


